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（提案理由） 

那覇市議会議員政治倫理条例の制定に合わせ、那覇市議会基本条例と那覇市

議会議員政治倫理条例の関係を明記するとともに、字句の整理を行うため、こ

の案を提出する。 



那覇市議会基本条例の一部を改正する条例 

 

那覇市議会基本条例(平成24年那覇市条例第78号)の一部を次のように改正する。 

 

改正前 改正後 

目次 目次 

前文 前文 

第1章～第2章 [略] 第1章～第2章 [略] 

 第3章 議員の政治倫理(第6条) 

第3章 [略](第6条―第10条) 第4章 [略](第7条―第11条) 

第4章 [略](第11条―第15条) 第5章 [略](第12条―第16条) 

第5章 [略](第16条・第17条) 第6章 [略](第17条・第18条) 

第6章 [略](第18条・第19条) 第7章 [略](第19条・第20条) 

第7章 [略](第20条―第24条) 第8章 [略](第21条―第25条) 

第8章 [略](第25条) 第9章 [略](第26条) 

第9章 議員の政治倫理(第26条)  

第10章～第12章 [略] 第10章～第12章 [略] 

付則 付則 

(会派) (会派) 

第5条 [略] 第5条 [略] 

2 [略] 2 [略] 

3 会派は、政策立案、政策提言、政策決定

に関し、必要に応じ会派間で調整を行い、

合意形成に努めるものとする。 

3 会派は、政策の立案、提言及び決定並び

に議会改革その他重要な事項に関し、必

要に応じ会派間で調整を行い、合意形成

に努めるものとする。 

 4 議長は、会派に属さない。 

 第3章 議員の政治倫理 

 第6条 議員は、市民全体の代表者として高

い倫理性が求められていることを常に自

覚し、良心及び責任感を持って議員の品

位を保持し、識見を養わなければならな

い。 

 2 議員の政治倫理に関し必要な事項は、那

覇市議会議員政治倫理条例(令和5年那覇

市条例第26号)で定める。 

第3章 [略] 第4章 [略] 

第6条～第10条 [略] 第7条～第11条 [略] 

第4章 [略] 第5章 [略] 



第11条～第15条 [略] 第12条～第16条 [略] 

第5章 [略] 第6章 [略] 

第16条～第17条 [略] 第17条～第18条 [略] 

第6章 [略] 第7章 [略] 

(議会運営の原則) (議会運営の原則) 

第18条 [略] 第19条 [略] 

2～3 [略] 2～3 [略] 

4 議長は、会派に属さない。  

(委員会) (委員会) 

第19条 委員会(常任委員会、議会運営委員

会及び特別委員会をいう。以下同じ。)

は、市政の課題等に迅速かつ的確に対応

するため、その機能を十分に発揮するよ

う運営しなければならない。 

第20条 委員会(法第109条第1項の常任委

員会、議会運営委員会及び特別委員会を

いう。以下同じ。)は、市政の課題等に迅

速かつ的確に対応するため、その機能を

十分に発揮するよう運営しなければなら

ない。 

2～3 [略] 2～3 [略] 

 4 委員会の組織、運営その他必要な事項

は、那覇市議会委員会条例(昭和47年那覇

市条例第83号)で定める。 

第7章 [略] 第8章 [略] 

第20条～第22条 [略] 第21条～第23条 [略] 

(会派及び議員の政務活動費) (会派及び議員の政務活動費) 

第23条 [略] 第24条 [略] 

2～3 [略] 2～3 [略] 

4 前3項に定めるもののほか、政務活動費

に関しては、別に条例で定める。 

4 前3項に定めるもののほか、政務活動費

に関しては、那覇市議会政務活動費の交

付に関する条例(平成13年那覇市条例第3

号)で定める。 

第24条 [略] 第25条 [略] 

第8章 [略] 第9章 [略] 

第25条 [略] 第26条 [略] 

第9章 議員の政治倫理  

第26条 議員は、市民全体の代表者として

高い倫理性が求められていることを常に

自覚し、良心及び責任感を持って議員の

品位を保持し、識見を養わなければなら

ない。 

 

(議員定数) (議員定数) 



第27条 議員定数は、別に条例で定める。 第27条 議員定数は、那覇市議会議員定数

条例(平成14年那覇市条例第68号)で定め

る。 

2 [略] 2 [略] 

(議員の報酬) (議員の報酬) 

第28条 議員報酬は、別に条例で定める。 第28条 議員報酬は、那覇市議会議員の議

員報酬、費用弁償及び期末手当に関する

条例(平成20年那覇市条例第34号)で定め

る。 

2 [略] 2 [略] 

(議会事務局の強化) (議会事務局の強化) 

第29条 [略] 第29条 [略] 

 2 議会事務局の職員は、前項に規定する目

的を達成するため、議長、委員会の長そ

の他の議員に対し、提案を行うことがで

きる。 

(議会図書室) (議会図書室) 

第30条 議会は、議員の調査研究に資する

ため、議会図書室を適正に管理運営する

とともに、図書及び資料等の充実に努め

るものとする。 

第30条 議会は、議員の調査研究に資する

ため、法第100条第19項の規定により置か

れた議会図書室を適正に管理運営すると

ともに、図書及び資料等の充実に努める

ものとする。 

備考 

1 改正後の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)に対応する改正前の

欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)がない場合には、当該改正後部

分を加える。 

2 改正部分に対応する改正後部分がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改

める。 

3 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

4 条名等を「～」で結んでいる場合には、これらの条名等又はこれらの条名等及びこれ

らの条名等の間にある全ての条名等を順次示したものとする。 

 

付 則 

(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

(那覇市情報公開条例の一部改正) 

2 那覇市情報公開条例(平成26年那覇市条例第26号)の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

(情報提供) (情報提供) 



第23条 実施機関は、規則で定めるところ

により、次に掲げる事項に関する情報で

当該実施機関が保有するものを記録した

文書、図画又は電磁的記録を必要に応じ

提供するものとする。ただし、当該情報

の提供について法令等で別段の定めがあ

る場合又は当該情報が非公開情報に該当

する場合は、この限りでない。 

第23条 [略] 

(1) [略] (1) [略] 

(2) 那覇市議会基本条例(平成24年那覇

市条例第78号)第12条第1項及び第13条

の規定により議会へ提出した資料等 

(2) 那覇市議会基本条例(平成24年那覇

市条例第78号)第13条第1項及び第14条

の規定により議会へ提出した資料等 

(3)～(6) [略] (3)～(6) [略] 

2 [略] 2 [略] 

備考 本則の表備考2の規定は、この表による改正について準用する。 

(那覇市総合計画策定条例の一部改正) 

3 那覇市総合計画策定条例(平成28年那覇市条例第28号)の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

(議会の議決) (議会の議決) 

第6条 市長は、基本構想又は基本計画を策

定し、又は変更しようとするときは、那

覇市議会基本条例(平成24年那覇市条例

第78号)第14条第1号の規定による議会の

議決を経なければならない。 

第6条 市長は、基本構想又は基本計画を策

定し、又は変更しようとするときは、那

覇市議会基本条例(平成24年那覇市条例

第78号)第15条第1号の規定による議会の

議決を経なければならない。 

備考 本則の表備考2の規定は、この表による改正について準用する。 

 

 


